
地方創生臨時交付金を活用した経済対策
新型コロナウイルス感染症対応

企画課企画調整係　☎0824-73-1128

　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、原油価格や物価の高騰が、多くの市民や事業者に影響を及ぼ
しています。
　市は、市民生活の安定と地域経済への影響を最小限に抑えるため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金などを活用した経済対策を実施します。

低所得者世帯臨時生活支援金低所得者世帯臨時生活支援金
（住民税非課税世帯等）（住民税非課税世帯等）

エネルギー高騰対策支援事業エネルギー高騰対策支援事業キャッシュレス決済推進事業キャッシュレス決済推進事業
（プレミアムポイント付与による物価高騰支援）（プレミアムポイント付与による物価高騰支援）

低所得者世帯臨時生活支援金低所得者世帯臨時生活支援金
（住民税所得割非課税世帯）（住民税所得割非課税世帯） 学校給食費負担軽減支援事業学校給食費負担軽減支援事業

生活者支援 生活者支援 生活者支援

生活者支援 事業者支援 事業者支援

　コロナ禍での原油価格・物価高
騰などの影響が大きい低所得者世
帯に対し、負担軽減を図るため、
生活支援金を給付します。
※対象世帯のうち、非課税世帯に
は、受給に必要な書類を９月下旬
に発送する予定です。
■対象者
令和５年度分の住民税非課税世
帯、家計急変世帯
■支援金額　１世帯当たり３万円
■申請期限　11 月 30 日㈭
　（家計急変世帯は１月 31 日㈬）
■その他
　「令和５年３月予備費使用に係
る低所得者世帯給付金に係る差押
禁止等に関する法律」により、所
得税などの課税や差し押さえの対
象となりません。

【問い合わせ】
社会福祉課生活福祉係　
☎ 0824-73-1166

　コロナ禍での原油価格・物価高
騰などの影響が大きい低所得者世
帯に対し、負担軽減を図るため、
生活支援金を給付します。
※対象世帯には、受給に必要な書
類を９月下旬に発送する予定で
す。
■対象者
令和５年度分の住民税所得割非課
税世帯
■支援金額
１世帯当たり１万５千円
■申請期限　11 月 30 日㈭
【問い合わせ】
社会福祉課生活福祉係　
☎ 0824-73-1166

　物価高騰による市民の負担軽減
を図り、市民生活への支援を行う
ため、「な・み・か」「ほ・ろ・か」
カードにプレミアムポイントを付
与します。
※ポイント付与には申し込みが必
要です。
※ポイント付与に必要な書類を７
月 18 日付けで発送しています。
■対象者　市民
■付与ポイント　５千円分（使用
期限は 12 月 31 日㈰まで）
■申込期限　９月 29 日㈮
【問い合わせ】
商工観光課商工振興係
☎ 0824-73-1178

　原油価格や物価の高騰の影響を
受ける市内事業者の事業継続を図
るため、支援金を交付します。
■対象者
法人・個人事業主で、市内で事業
を営み、確定申告を行っている者
■支援金額　
直近の確定申告における光熱水
費・燃料費の額の 10％（上限 50
万円、下限３万円）
■申請期限　９月 29 日㈮

【問い合わせ】
商工観光課商工振興係
☎ 0824-73-1178

　物価高騰に伴い、学校給食に必
要な食材費が高騰する中、保護者
に新たな負担を求めることなく、
量や栄養バランスを保った学校給
食を提供するため、学校給食会な
どに対し支援金を交付します。
■対象者　学校給食会など
■支援金額
小学生１食当たり 18 円
中学生１食当たり 21 円
■対象期間　３月 31 日㈰まで

【問い合わせ】
教育総務課学校管理係　
☎ 0824-73-1186
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